
本宣言書は栃木銀行のサポートのもと作成しております 

●高齢者の再雇用制度を就業規則にて制定

●再雇用のインセンティブ（福利厚生制度等）を明示

●シニア人材の専門性・技術ノウハウの継承

地域の高齢者が生き生きと暮らせるように、高齢者が定年を超えても継続して働ける機会を創出します。

環境問題を自分事として取り組むために、環境意識のさらなる向上に努めます。

●従業員に対する、ポスター掲示やパンフレット配布等による普及・啓発

●従業員に対する教育・研修の定期的な実施

●従業員参加型の環境保全活動

（地域の清掃活動や森林整備ボランティア等）の実施

●廃棄物排出量の削減、リユース・リサイクルの推進

●ペットボトル・空き缶の分別回収やリサイクル活動

●ペーパーレス化の推進

未来の地球環境を守るため、自社で排出する廃棄物の削減やリサイクル等の活動に努めます。

●方針・社内規程の見直し

（サービス残業の禁止、残業代の適切な支払）

●超過労働時間の削減

●ノー残業デー・有給取得推進日の設置

過重労働、長時間労働に関して、社員全員の共通課題と認識し、発生防止にむけて適切な労働時間管理を推進します。

【具体的な取組】

シニア人材の活用

【具体的な取組】

環境問題の認識・理解の推進

【具体的な取組】

ゴミ・廃棄物削減

【具体的な取組】

労働時間の是正
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株式会社　イトシホーム

代表取締役　大橋　誠 

当社は、「豊かさと潤いのある快適な住まいを提案する」との経営理念のもと、社員一

人一人が誠実に事業活動に取組むことにより地域社会の発展へ貢献し、持続可能な

社会の実現に向けた積極的な取組みを行ってまいります。

株式会社　イトシホーム


